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附
則
別
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有
害
物
質
の
種
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業

種

許
容
限
度

カ
ド
ミ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物

金
属
鉱
業

〇
・
〇
八

（
単
位

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き

ミ
リ
グ
ラ
ム
）

非
鉄
金
属
第
一
次
製
錬
・
精
製
業
（
亜
鉛
に
係
る
も
の
に
限

る
。）

〇
・
〇
九
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〔
省

令
〕

〇
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を

改
正
す
る
省
令
（
環
境
三
〇
）

J

〔
告

示
〕

〇
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
政
治
団

体
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
公
表
す
る
件

（
総
務
三
八
五
）

K

〇
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
政
治
団

体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た

の
で
公
表
す
る
件
（
同
三
八
六
）

L

〇
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
政
治
団

体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
公
表
す

る
件
（
同
三
八
七
）

N

〇
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
資
金
管

理
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
公
表
す
る

件
（
同
三
八
八
）

O

〇
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
資
金
管

理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が

あ
っ
た
の
で
公
表
す
る
件
（
同
三
八
九
）

〇
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
資
金
管

理
団
体
の
指
定
の
取
消
し
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
公
表
す
る
件
（
同
三
九
〇
）

〇
平
成
二
十
五
年
総
務
省
告
示
第
四
百
九
号

の
一
部
を
訂
正
す
る
件
（
同
三
九
一
）

〇
環
境
省
令
第
三
十
号

水
質
汚
濁
防
止
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
第
三
条
第
一
項
、
第
十
四
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
十

七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
十
一
月
四
日

環
境
大
臣

望
月

義
夫

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
総

理

府

通
商
産
業
省
令
第
二
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
の
カ
ド
ミ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物
の
項
中
「
〇
・
〇
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
」
を「
〇
・
〇
〇
三
ミ
リ
グ
ラ
ム
」

に
改
め
る
。

（
排
水
基
準
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

排
水
基
準
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
四
十
六
年
総
理
府
令
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
カ
ド
ミ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物
の
項
中
「
〇
・
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
」
を
「
〇
・
〇
三
ミ
リ
グ
ラ
ム
」
に

改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

附
則
別
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
有
害
物
質
の
種
類
に
つ
き
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
業
種
に
属
す
る
特
定
事
業
場

（
水
質
汚
濁
防
止
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
特
定
事
業
場
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）か

ら
公
共
用
水
域
に
排
出
さ
れ
る
水
（
以
下
「
排
出
水
」
と
い
う
。）の
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
排
水
基
準
（
以

下
単
に
「
排
水
基
準
」
と
い
う
。）は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
三
年
間
（
金
属
鉱
業
及
び
溶
融
め
っ
き
業
（
溶

融
亜
鉛
め
っ
き
を
行
う
も
の
に
限
る
。）に
属
す
る
特
定
事
業
場
に
あ
っ
て
は
、
二
年
間
）
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改

正
後
の
排
水
基
準
を
定
め
る
省
令
（
以
下
「
改
正
後
の
省
令
」
と
い
う
。）第
一
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ

れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
特
定
事
業
場
に
係
る
汚
水
等
を
処
理
す
る
事
業
場
に
つ
い
て
は
、
当
該

特
定
事
業
場
の
属
す
る
業
種
に
属
す
る
も
の
と
み
な
す
。

３

第
一
項
に
規
定
す
る
排
水
基
準
は
、
改
正
後
の
省
令
第
二
条
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
検
定
し
た
場
合

に
お
け
る
検
出
値
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
三
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
設
置
さ
れ
て
い
る
法
第
二
条
第
二
項
の
特
定
施
設
（
設
置
の
工
事
が
な
さ
れ
て

い
る
施
設
を
含
む
。）を
設
置
す
る
特
定
事
業
場
の
排
出
水
の
カ
ド
ミ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物
に
つ
い
て
の
排
水
基
準

は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
六
月
間
（
当
該
施
設
が
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
八

十
八
号
）
別
表
第
三
に
掲
げ
る
施
設
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
年
間
）
は
、
改
正
後
の
省
令
第
一
条
及
び
前
条

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
四
条

こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
前
条
に
お
い
て
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け

る
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

〔
叙
位
・
叙
勲
〕

P

〔
褒

賞
〕

K
Q

〔
公

告
〕

諸
事
項

官
庁基

本
測
量
関
係
事
項
関
係

L
I

裁
判
所

破
産
、
免
責
、
再
生
関
係

L
L

特
殊
法
人
等

公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
独
立
行
政
法

人
国
立
印
刷
局
、
独
立
行
政
法
人
勤
労
者

退
職
金
共
済
機
構
平
成
二
十
五
事
業
年
度

財
務
諸
表
、
税
理
士
登
録
者
、
弁
理
士
登

録
、
厚
生
年
金
基
金
変
更
、
企
業
年
金
基

金
変
更
、
国
民
年
金
基
金
変
更
、
特
定
計

量
器
型
式
承
認
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
著
作
物

に
係
る
登
録
関
係

P
I

地
方
公
共
団
体

教
育
職
員
免
許
状
失
効
、
行
旅
死
亡
人
関

係

J
J
M

会
社
そ
の
他

会
社
決
算
公
告

J
J
R

˜
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